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第６４号の主な内容

◇ 堤防について（堤防を守ろう、堤防道路使用のマナーを守ろう）

◇ 宮谷樋門を新しくしています

◇ 特定外来種の『アレチウリ』を除去しました

今年もきれいに咲きました ～大野川河川敷コスモス畑～

（令和２年１０月２６日撮影）



堤防は、台風や大雨による河川の洪水からみんなのくらしを守ってくれる、大切な構造物です。
ところが、堤防に傷をつけてしまうさまざまな行為が行われていることも事実です。

堤防の斜面が損傷すると、その場所が洪水時に堤防の弱点になる可能性があります。

※堤防の写真はイメージであり、実際に損傷があった場所とは違います。

車両の法面走行による損傷

除草剤散布による損傷 草の焼却による損傷

堤防は、草（芝）の根がしっかり張ることで崩れにくくなります。
弱体化に繋がるような上記の行為は、しないようにお願いいたします。

※火災事故や水質事故につながりますので、法面だけでなく高水敷でも同様にお願いいたします。

堤防の上に設置されている道路は、河川管理用の道路です。

災害時に使用したり、通常時でも週２回、堤防に異常がない
かを見回るために河川パトカーが巡視しています。

堤防道路は、歩行者や自転車も自由に通行していただ
けますが、一般の道路とは違うので、道路交通法の適
用はありません。（ただし、市道との兼用道路を除く。）

くれぐれも事故の無いように、お互いに譲り合って安全
なご利用をお願いいたします。
特に自転車利用の方は、歩行者にお気をつけください。

※バイクや原付の通行は禁止しております。



大野川右岸 宮谷地区の浸水被害の軽減を図るために、大分県が実施している宮谷川の河川整備と
連携して、宮谷樋門の新築工事を平成31年度より行っています。
新しい樋門の本体部分が完成していますので、写真で少しご紹介します。
引き続き、新樋門の開水路工事を行い、新樋門の完成後、旧樋門の撤去工事を行っていきます。

工事期間中は、一部堤防道路を通行止めにさせていただいております。

工事完了まで、引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

旧宮谷樋門は今後撤去工事を行って
いきます

新樋門旧樋門

← 大野川

上空から撮影したもの
を見ると、新樋門は旧
樋門に比べて大きく
なっているのがよくわ
かりますね。



【発行・問合せ先】

国土交通省 大分河川国道事務所 大野川出張所 TEL：097-527-2549 FAX：097-523-2673

☆河川利用に関する相談 ☆ゴミの不法投棄の目撃情報 ☆油の流出（水質事故）情報 等

がございましたら、上記までご一報ください。

アレチウリを
大野川で
発見！

「アレチウリ（荒れ地瓜）」って？
北アメリカ原産のウリ科のツル植物で、特定外来生物に指定されています。

周辺を覆い尽くすように繁茂し、在来種の生長を阻害します。
特定外来生物は、栽培や運搬、野外に放つこと等が法律により禁止されています。

大分河川国道事務所
職員、大野川出張所
職員、河川維持業者
等で除去作業を行い
ました。

いてて・・・
棘に苦戦しつつ
頑張ります。

大量ですが、株は多くないのです。
一つの株から大量の葉が繁茂して
いました。

他にも、川面に繁茂する「ホテイアオ
イ」や「ブラジルチドメグサ」、堤防に繁
茂する「セイバンモロコシ」、「オオキン
ケイギク」などの外来種が大野川水系
で確認されています。

これらの外来種は繁殖力が強く、完全
に除去できるものではありません。
河川管理や生態系に影響を及ぼすた
め、安易に捨てることはやめましょう。

ブラジルチドメグサホテイアオイ

オオキンケイギクセイバンモロコシ


